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成果報告書 

 

団体名 山形県教育委員会 

 概 要  

 

１ 事業の概要  

(1)関係機関による早期支援連携協議会の開催 

・  推進地域の「教育」「保健」「福祉」等の関係者が一堂に会し、幼保小連携、情報の共

有・引継ぎについての検討、個別のケース検討などを行う会議を開催した。また、早期か

ら各分野が連携するための取組等について検討し、継続的な支援体制を目指した。 

(2)巡回支援の実施  

・ 担当する特別支援学校と幼稚園、保育所で調整を図り、特別支援学校の相談員が園に赴

いて幼児の観察、指導者へのアドバイス等を行う機会を計画的、継続的に設定した。 

・ 巡回支援を担当する特別支援学校に「早期支援コーディネーター」を配置し、特別支援

学校の相談員と協力し、巡回支援を円滑かつ重点的に実施できる環境を整え、効果的・ 

継続的に幼稚園、保育所等を支援できるようにした。 

(3)早期支援に関する研修会の開催 

・ 推進地域のニーズに応じて、内容や対象を吟味し、外部講師を招いた早期支援に係る研

修会を開催し、推進地域内に早期支援についての共通認識を醸成した。 

(4)早期からの支援体制の構築及び成果の普及 

・ 各推進地域における取組の成果が、他地区の早期支援体制の構築につながるよう、他地

区教育支援担当者が集まる会議等で取組の成果を紹介する場を設定した。 

 

＜事業の概念図＞ 

 



２ 事業の成果 

(1)関係機関による早期支援連携協議会の開催 

・ 推進地域市町の各関係機関が実施していることについて情報共有するとともに、連携の方

向性や事業の取組について確認・協議することができた。また、市町としての連携の必要性

や課題意識を共有することができた。これまで、各機関単独の取組になりがちだった教育支

援からつながりのある支援体制の構築へ向けて始動することができた。 

(2)巡回支援の実施 

・ 幼稚園、保育所の職員が、日頃悩みながら支援していることに対して、実際に巡回支援担

当者が支援の様子を観察し、その後にケース会議等を行いながら具体的な支援方法を一緒に

考えながら助言したことで、日常の実践に役立ち、幼児に変化が見られた。専門的な立場か

らの助言は心強く、自らの支援を客観的に評価することができ、更に専門性を高めるための

意欲の向上につながった。職員間でも工夫しながら情報を共有し、研修を深めることができ

た。 

・ 巡回支援に市町の教育委員会も可能な限り参加することで、就学先決定に向けて、園と市

町の教育委員会が連携することができた。 

(3)早期支援に関する研修会の開催 

・ 各市町のニーズに応じた内容、研修対象者にし、研修会を開催した。例えば、保育士の専

門性向上のために研修会を設定した町、保護者の障がいに対する理解を促すために保護者を

対象とした市町、幼稚園・保育所と小学校との連携の在り方について関係機関担当者を対象

として研修会を行った市と取組は様々だが、特別支援教育に関する知識・理解を深める機会

となった。 

(4)早期からの支援体制の構築及び成果の普及 

・ 推進地域においては、それぞれの市町の規模や体制整備の進捗状況に違いはあったが、早

期からの支援体制の必要性をそれぞれの関係機関が認識し、市町としての目指す方向性を探

りながら独自に工夫を凝らし、早期からの支援体制の構築を目指すことができた。また、そ

れぞれの取組を就学担当者の研修会等で紹介する機会を設定することで、取組の成果を他市

町に発信することができた。 

３ 事業の課題とその解決のために必要な取組 

関係機関との更なる連携体制の構築 

 本事業を通し、それぞれの機関が早期からの教育支援においてどのような取組を行ってい

るか、市町としての課題、方向性を共有できたことは大きな成果である。また、３歳児健診

や５歳児健診等に携わっている保健師と町のスクールカウンセラーや教育委員会教育支援担

当者との情報共有、支援が必要な幼児について幼保から小学校への情報提供等は必要に応じ

て行われている。しかし、誰がどの機会にどのようにというシステムの構築には至っていな

い。関係者の情報共有の在り方、移行先の学校へのつなぎ方、個別の教育支援計画の活用等

が課題である。各機関の担当者が替わっても、市町の仕組みとして継続して連携していくた

めシステムの構築が必要である。 

 ① 個別の教育支援計画等を活用し、成長の足跡の情報共有が幼保小中とつながるシステム

作りを行う。 

 ② 巡回支援時に、幼保小中連携のための研修の一環としての小（中）学校担任も参加する

機会を設定する。 

 ③ １回目の連携会議において、各機関の連携システムの確認を丁寧に行い、事業を実施す

る。 

※山形県では「障害」を「障がい」と表記 


